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情報公開・個人情報保護審査会第２部会開催記録 

 

１ 日  時 令和４年１月１１日（火）１４：００～１６：３６ 

２ 場  所 情報公開・個人情報保護審査会第１会議室 

３ 出席委員 白井玲子部会長，佐藤郁美委員，中川丈久委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名 

平成３０年（行情）諮問第６３４号及び同第６３５号（併合） 

「在ロシア日本国大使館で平成１３年度に支出された「報償費」に関

する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」（平成３０年（行情）諮

問第６３４号） 

「在シドニー日本国総領事館で平成１３年度に支出された「報償費」

に関する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」（平成３０年（行情）

諮問第６３５号） 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 

上記各諮問事件につき調査審議 

（２）事件名 

平成３０年（行情）諮問第６４４号 

「在フィリピン日本国大使館で平成１３年度に支出された「報償費」

に関する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 

上記諮問事件につき調査審議 

（３）事件名 

平成３０年（行情）諮問第６４６号及び同第６４７号（併合） 

「在ブリスベン日本国総領事館で平成１３年度に支出された「報償

費」に関する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」（平成３０年（行

情）諮問第６４６号） 

「在メルボルン日本国総領事館で平成１３年度に支出された「報償

費」に関する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」（平成３０年（行

情）諮問第６４７号） 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 
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上記各諮問事件につき調査審議 

（４）事件名 

平成３０年（行情）諮問第６４８号及び同第６５０号（併合） 

「在インドネシア日本国大使館で平成１３年度に支出された「報償

費」に関する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」（平成３０年（行

情）諮問第６４８号） 

「在シンガポール日本国大使館で平成１３年度に支出された「報償

費」に関する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」（平成３０年（行

情）諮問第６４９号） 

「在大韓民国日本国大使館で平成１３年度に支出された「報償費」に

関する支出決裁文書の一部開示決定に関する件」（平成３０年（行情）

諮問第６５０号） 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 

上記各諮問事件につき調査審議 

（５）事件名 

令和２年（行情）諮問第１７５号及び同第１７６号（併合） 

「特定年度の特許庁長官の電子メール等の不開示決定（不存在）に関

する件」（令和２年（行情）諮問第１７５号） 

「特定年度の特許庁長官の電子メール等の不開示決定（不存在）に関

する件」（令和２年（行情）諮問第１７６号） 

諮問庁 

  特許庁長官 

調査審議の内容 

上記各諮問事件につき調査審議 

（６）事件名 

令和２年（行情）諮問第５４０号 

「特定日付けの裁決を出すに至るまでの検討に関する文書の一部開

示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁 

  厚生労働大臣 

調査審議の内容 

上記諮問事件につき調査審議 

（７）事件名 

令和元年（行情）諮問第２９７号 

「「独立行政法人が政府から受託した事業を公益法人に丸投げする，
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いわゆる中抜き事業」の廃止に関する文書の開示決定に関する件（文書

の特定）」 

諮問庁 

  経済産業大臣 

調査審議の内容 

上記諮問事件につき調査審議 

（８）事件名 

令和２年（行情）諮問第５９５号 

「「横田空域」を通過する飛行ルートについて米国側との合意に至る

経緯と結果に関する文書の不開示決定に関する件」 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 

上記諮問事件につき調査審議 

（９）事件名 

令和２年（行情）諮問第５９６号 

「特定文書に記載されている「横田空域全体のあり得べき返還に必要

な条件を検討」の経緯と結果に関する文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 

上記諮問事件につき調査審議 

（10）事件名 

令和３年（行個）諮問第５９号 

「本人が提出した特定日付け請願書及び付随する文書の開示決定に

関する件（保有個人情報の特定）」 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 

上記新規諮問事件につき審議 

（11）事件名 

令和３年（行情）諮問第３５５号 

「米朝首脳会談に関して行政文書ファイルにつづられた文書の不開

示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁 

  外務大臣 

調査審議の内容 
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上記新規諮問事件につき審議 

 

〔文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〕 


